
まちづく り活動助成金

令和２年度事業募集要領

【申請期間】

令和元年１２月２日（ 月） から１２月２７日（ 金） まで

当助成金は、各務原市内で団体が地域課題を解決するために行う事業に要する経費の一部を助成

するものです。

【 問い合わせ・ 申請書類提出先】

各務原市市長公室まちづく り推進課 まちづく り推進係

TEL： 058-383-1997／FAX： 058-382-7110

E-mai l ： machi dukuri @ci ty. kakami gahara. gi fu. j p

※この助成制度は、市議会において該当予算の議決が前提となります。
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この募集要領は、各務原市まちづく り活動助成金交付要綱第６条に定める募集要領です。

はじめに

各務原市では人口減少、少子高齢化社会の到来、ライフスタイルや価値観の多様化、安全・

安心に対する意識の高まりなど、各務原市の社会情勢は変化しています。

地域が抱える様々 な課題を解決していくためには、地域で暮らし、活動している多様な市民

との連携が重要となっており、ＮＰＯ、ボランティアなど様々 な市民・ 団体と行政の協働に

よりまちづく りを進めています。

この助成制度により、より多くの市民の皆さまが、まちづく りの主役として、ご活躍いただ

き、より多くの地域課題が解決されることで「 市民一人ひとりがしあわせを実感できるまち

づく り」 の実現を目指します。多くのご応募お待ちしております。

「まちづくり活動助成金」詳細を、市ウェブサイトでご覧いただけます。

各務原市役所ホームページから

ホーム › くらしの情報 › 市民参加・まちづくり・自治会 › まちづくり活動助成金

www. ci ty. kakami gahara. l g. j p/

l i fe/shi mi nsanka/11684/i ndex. html
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１．事業概要

（１）趣旨 各務原市まちづくり活動助成金交付要綱第１条・第２条

市民活動団体の行う事業に対し、予算の範囲内において助成金を交付することにより、

市民の皆様が知恵を出し合い、力を合わせて行う市民によるまちづくり活動の促進と市民活動

団体の成長を図ることを目的としています。

市民活動団体とは

地域の課題を解決するため、広く市民に開かれ、自主的かつ自発的に公益的な活動を行う団体

まちづくり活動とは

市民活動団体が行う活動で、特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号）別表に掲げる活動に

該当するもの

別表（第二条関係）

一 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

二 社会教育の推進を図る活動

三 まちづくりの推進を図る活動

四 観光の振興を図る活動

五 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動

六 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

七 環境の保全を図る活動

八 災害救援活動

九 地域安全活動

十 人権の擁護又は平和の推進を図る活動

十一 国際協力の活動

十二 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

十三 子どもの健全育成を図る活動

十四 情報化社会の発展を図る活動

十五 科学技術の振興を図る活動

十六 経済活動の活性化を図る活動

十七 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

十八 消費者の保護を図る活動

十九 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

二十 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

１．事業概要
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（２）助成対象となる事業及び団体 交付要綱第３条・第４条

[助成対象団体] 次の全ての条件を満たす団体とします。

① 市内でまちづくり活動を行うもの

（注） NPO法人の場合は、主たる事務所が各務原市内にあること

② 定款または規約、会則を有すること

③ 構成員のうち５人以上が各務原市民（在勤・在学を含む）であること

（注）ここでの構成員とは、団体の運営に関わる人のことです

[助成対象事業] 次の全ての条件を満たす事業とします。

① 市内で実施され広く市民に開かれ、地域や社会に貢献するまちづくり活動であること

② 当該年度の助成金実施期間中に、自ら企画運営し、及び実施すること

③ 各務原市から他の補助金及び交付金などを受けていないこと

④ 営利を目的としないこと

⑤ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成するものでないこと

⑥ 政治上の主義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成するものでないこと

⑦ 政治上の主義を推進し、支持し、またはこれに反対するものでないこと

⑧ 特定の公職の候補者若しくは公職にある者または政党を推薦し、支持し、またはこれら

に反するものでないこと

⑨ 暴力団または暴力団員若しくはこれらと密接な関係を有するものが関与しているもので

ないこと

１．事業概要

・子育てママ交流サロン

・子育て講演会

・育児サポート

・居場所づくり

＼ 例えばこんな事業 ／ ※あくまで一例です。内容により助成対象になるかどうかは異なります。

・歴史講演会

・制作体験ワークショップ

・史跡巡りイベント

・スポーツ体験イベント

・認知症予防

・健康づくり

・シニア生活サポート

・ボランタリーハウス

・竹林の保全活動

・地域の環境美化活動

・リサイクル推進活動

・緑化活動

・三世代交流イベント

・地域の未来を考える事業

・地域交流の場づくり

・協働を推進する事業

・防災訓練

・防犯パトロール

・交通安全イベント

・通学路の環境整備

子どもの健全育成 保健・医療・福祉 学術・文化・芸術・スポーツ振興

環境の保全 災害救援・地域安全 まちづくりの推進



5 

（３）助成金の種類・条件 交付要綱第５条・別表１

助成実施期間 令和2年4月1日から令和3年3月31日

助成金種類

スタート助成金 まちづくり助成金

■ 設立後３年未満の市民活動団体
■ 団体の設立及び自立を目指す

■設立後３年以上の市民活動団体
■課題解決する団体への更なる成長を目指す

１年目 ２年目 １年目 ２年目

助
成
金
額

①助成率
助成対象経費
の2/3以内

助成対象経費
の1/3以内

助成対象経費
の2/3以内

助成対象経費
の1/3以内

②限度額 100,000円 50,000円 300,000円 150,000円

③持出し額 （総事業費）-（事業実施に伴い得られる国・県補助金、利用料金、その他収入合計）

上記３つの金額を比較し、一番少ない額が助成金額です。（千円未満端数切捨て）

審
査

書類 〇 〇 〇 〇

公開プレゼン
テーション

〇

報
告

公開報告会 〇 〇

実施報告
書類

〇 〇 〇 〇

 助成金には2種類あり、団体の設立年数で決まります。

貴団体の設立年月日： 年 月 日 （規約・定款・約款参照）

↓

基準日：令和2年4月1日 時点で 年目

3年未満 ・・・ スタート助成

まちづくり活動を通じて、団体の設立や自立を目指します

3年以上 ・・・ まちづくり助成

まちづくり活動を通じて、課題解決する団体への更なる成長を

目指します

１．事業概要
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 助成金額は千円未満の端数を切捨てます。

 助成金額は、「助成対象経費に助成率を乗じて得た額」「総事業費から事業の実施に伴っ

て得られる収入（事業収入および寄付金等その他の収入）を控除して得た額」「助成金限

度額」を比較していずれか少ない額とします。

 助成対象経費については次項「（４）助成対象経費」を参照してください。

 申請は、年度内に１団体１事業１回までです。

 同一事業での申請は2年度（回）までです。

 この助成は2年目の交付を保証するものではありません。2年目の交付を希望する場合は、

再度申請が必要です。

 当該助成事業の終了した年度の翌年度はまちづくり助成金の申請はできません。

年度 R２ R３ R４ R５ R６

スタート助成

または

まちづくり助成

A事業

申請

１

年目

〇 〇
×

事業継続

×

事業継続

×

事業継続

申請

２

年目

〇
×

事業継続

×

事業継続

×

事業継続

×

事業継続

まちづくり助成

B事業

申請

１

年目

― ― × 〇 〇

申請

２

年目

― × 〇 〇
×

事業継続

事業の３年目は、事業を振り返り、活動を見極める期間です。

［助成金額 計算例］ まちづくり助成１年目 の場合

支出・・・ 総事業費50万円（助成対象経費が48万円、助成対象外経費2万円）

収入・・・ 寄付金20万円、事業収入（参加費など）が5万円の場合

① 助成対象経費48万円×2/3＝32万円

② 助成金上限額30万円

③ （総事業費50万円）－（寄付金20万円＋事業収入5万円）＝25万円

① ② ③ ③、 、 で少ない額となるため、 の25万円が助成金となります。

１．事業概要
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（４）助成対象経費 交付要綱第５条・別表２

市民活動団体が行うまちづくり活動で生じる経費は、「事業経費」と「事業対象外経費」

に分けられ、「事業経費」の中に「助成対象経費」「助成対象外経費」があります。

［事業経費］

① ②以下 を合わせて「総事業費」といいます。

申請事業に関わる経費だけを含みます。

［事業対象外経費］

事業経費と認められないもの

 事業に直接必要と判断できない経費

 団体の経常的な活動に要する経費

 団体の事務所を維持するための経費

 団体自らに支払う経費

（例：団体や構成員が所有する機器への

賃借料、団体や構成員が所有する備品

の購入など）

経費として相応しくないもの

 支払い明細、根拠が明確でない経費

 価格設定の適正性が明確でないものを

購入するための経費

助成対象経費

①
助成対象外経費

②
①助成対象経費 （助成率を乗じて助成金の計算に用います。）
経費項目 種類

人件費 （NPO法人のみ）会員への賃金 等

（法人の内部規定を根拠とします。）

報償費 講座、講演会の外部講師への謝礼 等

※ （助成対象外経費）構成員への謝礼
旅費 外部講師の交通費や宿泊代、研修参加の交通費 等

※ （助成対象外経費）参加者への交通費や宿泊費
需用費 消耗品代、印刷費、材料費、食材費、修繕費、光熱水費 等

役務費 通信費、振込手数料、ボランティア保険料 等

使用料 会場使用料 等

賃借料 機械器具の借上げ料 等

委託料 業者に支払う業務委託料 等

備品費 備品購入費

負担金 研修参加費、受講料 等

②助成対象外経費 （総事業費に含まれ、助成金の計算に用います。）
経費項目 種類

食料費 事業に伴う弁当代、飲物代、菓子代等

その他 NPO法人以外の人件費、構成員への謝礼、参加者への交通費や宿泊費 等

その他事業の経費として必要なもの。

１．事業概要
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（５）事業の流れ

日時 内容 場所・その他

申

請

か

ら

審

査

選

考

1 令和元年

10/5（土）10：00～

申請に関する説明会 産業文化センター2階 第4会議室

2 要予約

10/7（月）～11/29（金）

平日9：00～17：00

申請相談 市役所本庁4階 まちづくり推進課 まち

づくり推進係

3 要予約

12/2（月）～12/27（金）

平日9：00～17：00

申請書類提出 市役所本庁4階 まちづくり推進課 まち

づくり推進係

4 令和2年

2/26（水）・3/4（水）

書類審査 ※審査会による審査。
申請団体の出席は不要です

5 まちづくり助成１年目のみ

3/21（土）9：00～

公開プレゼンテーション審査 那加福祉センター 集会室

交

付

決

定

か

ら

実

施

報

告

6 4/1（水） 交付決定 電話で採否をご連絡した後、郵送または

直接、交付決定通知書をお渡しします

7 4/6（月）～4/17（金）

平日9：00～17：00

交付の手引き説明 交付が決定した団体には「交付の手引

き」を配布・助成事業実施に際しご留意

いただく事項をご説明します

交付決定後の前払いの場合

交付申請・支払い

交付決定通知書受取後、交付請求書・

→通帳の写しを提出（団体 市）、約3週

間後振込

8 要予約

11/2（月）～11/16（月）

平日9：00～17：00

中間報告 市役所本庁4階 まちづくり推進課 まち

づくり推進係

9 令和3年

1/23（土）10：00～

公開報告会・交流会 産業文化センター2階第3会議室

1年目団体・・・事業報告の発表

2年目団体・・・発表に対し応援コメントを

お願い致します

10 要予約

事業実施後30日以内

または3/31（水）の

どちらか早い方

実施報告 市役所本庁4階 まちづくり推進課 まち

づくり推進係

交付決定後の前払いの場合

確定・精算

・実施報告書より助成金額の確定

→・確定通知書の送付（市 団体）

・助成金確定額が前払い金額より減少し

た場合、差額を返還し精算

確定払いの場合

確定・交付申請

・実施報告書より助成金額の確定

→・確定通知書の送付（市 団体）

・確定通知書受領から14日以内に交付

→請求書・通帳の写しを提出（団体 市）、

約3週間後振込

１．事業概要
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２．申請・ 審査選考

（１）スケジュール P8参照

令和元年 10/5（土）10：00～ 申請に関する説明会

10/7（月）～11/29（金）申請相談

12/2（月）～12/27（金）申請書類提出

令和2年 2/26（水） ・ 3/ 4（水） 書類審査（申請団体は出席不要）

3/21（土） 9：00～ 公開プレゼンテーション審査

（まちづくり助成１年目のみ）

（2）申請に関する説明会の開催

まちづくり活動助成金の制度概要などに関する説明や、事業計画の立て方、申請書

の書き方などのアドバイスを行う説明会を開催します。

[日 時] 令和元年10月５日（土） 午前10時～11時30分

[場 所] 産業文化センター ２階第４会議室

[予 約] 窓口・電話・メールで受付

（3）申請相談

令和2年度事業の申請に関する個別相談に応じます。

[期 間] 令和元年10月7日（月）～11月29日（金） 平日9：00～17：00

[場 所] 市役所本庁4階 まちづくり推進課 まちづくり推進係

[メール] machidukuri@city.kakamigahara.gifu.jp

[持ち物] 申請書類

※可能な範囲でご記載の上ご持参ください
[予 約] 窓口・電話・メールで受付

※例年、申請前には相談が殺到します。できるだけ事前にご予約下さい。

２．申請・ 審査選考
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（4）申請書類提出

[期 間] 令和元年12月2日（月）～12月27日（金） 平日9：00～17：00

※提出意思の表明を、11月29日（金）までにご一報ください

[提出先] 市役所本庁4階 まちづくり推進課 まちづくり推進係

※必ず直接提出してください。

[提出書類] 提出書類は原本1部を提出してください。

[様式の取得方法]

①市ウェブサイトで様式を取得
市ホームページ（http://www.city.kakamigahara.lg.jp ⇒）
市民協働・対話⇒ まちづくり活動助成金から様式をダウンロード

② まちづくり推進課の窓口で受け取り
③ ご連絡いただければ、郵送いたします。

[書類等の確認]

 助成対象団体の要件・助成対象事業の要件を満たしているかの確認は、

まちづくり推進課が行います。

[注意事項]

 申請書類は返却いたしません。必ず写しをお取りください。

 助成金の支払いには「交付決定後の前払い」と「確定払い」の2 種類がありま

す。「交付決定後の前払い」 を希望する団体は、助成金交付申請書（様式

第１号）の備考欄に「前払い希望」と記載し提出してください。

なお、申請後の変更はできません。

交付決定後の前払い 確定払い

・助成金の前払いを受ける。
・事業終了後に助成金額の確定、
精算（差額の返金）を行う

・事業終了後、助成金額が確定して
から助成金を受けとる。
・精算は不要。

書類名 様式 記入例

必須

助成金交付申請書 （様式第1号） P18 P33

申請事業計画書 P19-23 P34-39

申請事業予算書 P24 P40

団体概要書（団体構成員名簿） P25-26

定款・規約または会則等の写し（様式任意）
・参考資料として設立年月日がわかる総会
資料や写真など

P41-43

※ NPO法人のみ（様式任意）
・年間の事業計画
・年間の予算計画 などがわかるもの

２．申請・ 審査選考
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（5）審査方法

学識経験者、自治会、市民活動団体、産業・農業界の関係者からなる「各務原市ま

ちづくり活動助成金審査会」が、各務原市まちづくり活動助成金審査会設置要綱第2条

に基づいて審査の上、その結果を市に報告します。

① 書類審査

提出された申請書等により、審査委員による審査を行います。

［審査基準と配点］ 審査は、下表により行います。

審査

項目
要綱 審査の観点 評点

１

年

目

審

査

2

年

目

審

査

①
課題

解決性

（有効性）
審査会

設置要綱

第2条

（1）

・地域課題を適切にとらえ、課題が分析されているか

・地域の現状が適切に把握されているか

・市民の要望に応えているか、ニーズがあるか

・課題解決策として効果は適切か

・課題解決が可能な組織体制となっているか

5点 〇

②
公益性

・成果が広く地域社会に還元されるか

・成果が市民に還元されるか

・成果が自団体の利益のみになっていないか

・成果が自団体構成員、委託先の利益のみになっていないか

・市場経済に任せるべき内容ではないか

5点 〇 〇

③
計画

適切性
審査会

設置要綱

第2条

（2）

・計画に実現性はあるか、準備・実施期間の設定は適切か

・年間計画がつくられているか

・PDCAサイクルによる、振り返りの仕組みがあるか

・協力先や委託先に依存した計画になっていないか

・事業の広報や周知の計画は適切か

5点 〇 〇

④
継続性

・助成金交付終了後も継続が可能な内容か

・交付終了後の資金調達計画は適切か

・人員スタッフの募集育成の仕組みは考えられているか

・継続的に事業目標を共有し改善する仕組みがあるか

・委託に頼っていないか

5点 〇 〇

⑤
経費

適切性

（効率性）

審査会

設置要綱

第2条

（3）

・申請事業予算書の収支が正しく作成されているか

・事業規模に対して、予算見積もりが過大・過少ではないか

・事業規模に比べて過剰な委託や安易な委託をしていないか

・複数の見積もりを請求するなど、経費削減に努めているか

・同じ有効性のある代替案に対しより効率的にできているか

5点 〇 〇

⑥
共感性

交付要綱

第1条

第2条
・広く市民に開かれ、共感が得られるか 5点 〇 〇

1年目審査：評点合計（30点満点）×5名分＝150点満点

2年目審査：評点合計（25点満点）×5名分＝125点満点

２．申請・ 審査選考
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② 公開プレゼンテーション審査 （注：まちづくり助成１年目申請団体のみ）

①・上記 の審査基準と配点で、審査委員により、書類審査と公開プレゼンテーショ

ン審査を行いますが、下表の審査基準と配点でまちづくり助成１年目申請団体による

共感性の評点が加算されます。

［審査基準と配点］ 審査は、下表により行います。

審査項目
１団体毎

配点

⑦
共感性

交付要綱

第1条

第2条
・広く市民に開かれ、共感が得られるか。 ２点

まちづくり助成１年目審査：評点合計（２点満点）×（まちづくり助成1年目申請団体数）

公開プレゼンテーション審査

[日 時] 令和2年3月21日（土） 午前9時～（予定）

[場 所] 那加福祉センター 集会室

[発表方法] 代表者数名によるプレゼンテーション

※パソコンとプロジェクターは、まちづくり推進課でご用意します。
※公開プレゼンテーション審査開始前に、操作方法確認の時間
を設けます。（詳細は個別にご連絡します。）

[資料提出期限（予定）] 令和2年3月10日（火）

※パワーポイントを使用する場合や、審査委員や観覧者への
手持ち資料のご用意が必要な場合のみ。

※手持ち資料はまちづくり推進課で印刷します。
※提出方法は内容により異なります。事前にご相談ください。

[持ち時間（予定）] 各団体5分、発表毎に審査委員からの質疑応答5分

※他団体の共感性の審査をして頂くため、自団体の発表時間以外も
必ず1名は、終日参加が必要です。

※観覧はどなたでも可能です。

２．申請・ 審査選考
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３．交付決定～実施報告

（1）スケジュール P8参照

令和2年 4/1（水） 交付決定連絡

4/6（月）～ 4/17（金） 交付の手引き説明

交付申請・支払い（交付申請後の前払いの場合）

11/2（月）～11/16（月）中間報告

令和3年 1/23（土） 公開報告会・交流会

事業終了後30日以内または3/31（水） 実施報告

確定・交付請求・精算

（2）交付決定通知

審査会の審査結果を基に、助成金の交付決定を行ったのち、交付決定通知書を送

付します。

・ 事業が未実施の場合や縮小された場合は、助成金の全額または差額を返還し

て頂く必要がありますので、直ちにご相談下さい。

・ 交付決定後の増額変更はできません。

・ 目的外に使用された場合は、直ちに交付決定を取消し、助成金の返還を求め、

違約加算金を徴収します。また、返還期限が守られない場合には、さらに違約

加算金を徴収します。

[決定通知日] 令和２年4月1日（水）

 申請書にご記載の連絡先電話番号宛に採否をご連絡します。

 電話連絡後、決定通知書を郵送（または来庁時手渡し）します。

（3）交付の手引き説明

交付が決定した団体には、「交付の手引き」を配布し、事業実施に際し、ご留意頂きた

い事項を直接説明致しますので、日時をご連絡の上、ご来庁願います。

[期 間] 令和２年4月6日（月）～4月17日（金） 平日9：00～17：00

[場 所] 市役所本庁4階 まちづくり推進課 まちづくり推進係

 できるだけ複数の構成員で説明を受けてください。

３．交付決定～実施報告
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（4）交付決定後の前払い

申請時に「交付決定後の前払い」を選択した方のみ

交付決定後、速やかに下記の書類を提出してください。提出後、振込は約3 週間後

です。（注：概算払いですので、事業終了後の精算の結果、助成金の一部を返還してい

ただくことがあります。）

[提出書類]

書類名 様式

必須
助成金交付請求書（様式第7号） P27

通帳の写し（表紙および表紙の裏面）

[提出先] 市役所本庁4階 まちづくり推進課 まちづくり推進係

（5）中間報告

令和2年10月31日（土）までの実施状況を記載した「中間報告」が必要です。内

容についてお話を伺いますので、下記書類を記入の上、日時をご連絡いただき、ご来庁

願います。

[提出書類] ※市ウェブサイトからダウンロードできます。
書類名 様式

必須
中間報告書 P28

10月31日（土）までに支払った領収書の写し

※指定様式の台紙に項目別に貼付したもののコピー

[期 間] 令和2年11月2日（月）～11月16日（月）

[報告先] 市役所本庁4階 まちづくり推進課 まちづくり推進係

[報告内容] 事業進捗状況、予算執行状況、領収書との整合性など

[注意事項]

 １０月３１日（土）までに事業が完了し、実施報告書の提出が完了している場

合は、中間報告の必要はありません。

 報告書類は返却いたしません。必ず写しをお取りください。

３．交付決定～実施報告
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（6）公開報告会・交流会

・「スタート助成」及び「まちづくり助成」１年目の交付を受けた団体は、公開報告会に

おいて、事業報告が必要です。

・事業が実施途中の場合は、経過を報告していただきます。

・報告会終了後には、交流会を開催します。

・観覧はどなたでも可能です。

[日 時（予定）] 令和3年1月23日（土） 午前9時～

[場 所（予定）] 産業文化センター 2階第3会議室

（7）実施報告

内容についてお話を伺いますので、下記書類を記入の上、ご来庁下さい。

[提出期限] 事業終了後30日以内 または

令和3年3月31日（水）までのどちらか早い方

[提出書類]

書類名 様式

必須

助成事業実施報告書（様式第5号） P29

助成事業説明書 P30-31

助成事業収支決算書 P32

領収書の写し

※指定様式の台紙に項目別に貼付したもののコピー
※中間報告で提出した以降のもの

写真 ※以下のものをA4用紙に貼付し提出
① 事業の様子
② 備品を写したもの（助成金で購入したもの）
③ ポスターなどを写したもの（助成金で作成したもの）

該当があ

る場合

通帳の写し ※事業収入・寄付金などがある場合
（金額が記載されているページのコピー）

チラシなど （実物を提出してください）

[報告先] 市役所本庁4階 まちづくり推進課 まちづくり推進係

[注意事項]

報告書類は返却いたしません。必ず写しをお取りください。

３．交付決定～実施報告
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（8）確定・交付請求・精算

事業終了後の実施報告により、事業実施内容や総事業費の収入支出の確認を行っ

たのち、助成金の額を確定し、確定通知書を送付します。

確定払いの団体

事業終了後（経費の支払いが全て完了後）、30日以内に実施報告書等を提

出し、市から送られる確定通知書を受け取った後、１４日以内に下記の書類を

提出してください。提出後、振込は約3週間後です。

[提出書類]

書類名 様式

必須
助成金交付請求書（様式第7号） P27

通帳の写し（表紙および表紙の裏面）

[提出先] 市役所本庁4階 まちづくり推進課 まちづくり推進係

交付決定後の前払いの団体

確定通知書で、助成金の確定額が前払い額より減少した場合、市へ助成金の

一部を返還していただきます。

（9）事業の広報

市のウェブサイト、取材レポート、交付事業報告集などに助成金の交付を受けた団体

の情報を掲載しますので、ご了承願います。

３．交付決定～実施報告
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４．提出書類

※チェック欄は確認に使用してください
（１）申請時

（2）交付決定時

書類名 様式 チェック

必須
助成金交付請求書（様式第7号） P27

通帳の写し（表紙および表紙の裏面）

（3）中間報告時

書類名 様式 チェック
必須 中間報告書 P28

10月31日（土）までに支払った領収書の写し
※指定様式の台紙に項目別に貼付したもののコピー

（4）実施報告時

書類名 様式 チェック

必須

助成事業実施報告書（様式第5号） P29
助成事業説明書 P30-31
助成事業収支決算書 P32
領収書の写し

※指定様式の台紙に項目別に貼付したもののコピー
※中間報告で提出した以降のもの

写真 ※以下のものをA4用紙に貼付し提出
① 事業の様子
② 備品を写したもの（助成金で購入したもの）
③ ポスターなどを写したもの（助成金で作成したもの）

該当が
ある
場合

通帳の写し ※事業収入・寄付金などがある場合
（金額が記載されているページのコピー）

チラシなど （実物を提出してください）

書類名 様式 記入例 チェック

必須

助成金交付申請書 （様式第1号） P18 P33
申請事業計画書 P19-23 P34-39
申請事業予算書 P24 P40
団体概要書（団体構成員名簿） P25-26
定款・規約または会則等の写し（様式任意）
・参考資料として設立年月日が分かる総会
資料や写真など

P41-43

NPO
法人
のみ

※ NPO法人のみ（様式任意）
・年間の事業計画
・年間の予算計画 などがわかるもの

４．提出書類
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様式第１ 号（ 第７ 条関係）

平成 年 月 日

（ 宛先） 各務原市長

申請者 団体名

住 所

代表者氏名 印

助 成 金 交 付 申 請 書

各務原市まちづく り活動助成金交付要綱第７ 条の規定により 、 助成金を交

付されたく 関係書類を添えて申請します。

記

１ ○助成金の区分（ 該当する方を で囲んでく ださい）

スタート 助成・ まちづく り助成

１ 年目 ・ ２ 年目

２ 助成事業名

３ 助成金交付申請額

４ 添付書類

（ １ ） 事業計画書

（ ２ ） 事業予算書

（ ３ ） 団体概要書

（ ４ ） 定款、 規約又は会則等の写し

（ ５ ） その他

５ その他

（１）申請時提出書類-1
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申請事業計画書

助成金種類

事業名

事業の概要

団体名

事業費総額 円 助成申請総額 円

①課題解決性（ 有効性）： １年目 ／ 昨年度の振り返り： ２年目

申請事業の目的はどのようなものですか。

（ １） 申請事業で取り組む地域課題は何ですか。

＜地域課題＞

＜実際に起きている問題（ 具体例） ＞

＜問題が起こっている原因、そう判断した根拠＞

＜理想の状態＞

＜１年目から２年目にかけての反省・ 変更点（ ２年目のみ） ＞

（ ２） 今年度に実施する申請事業はどのような内容ですか。

＜対象・ 範囲＞

＜事業内容＞

＜１年目から２年目にかけての反省・ 変更点（ ２年目のみ） ＞

（１）申請時提出書類-2
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（ ３） 申請事業完了時、どのような状態になれば有効性があったと判断しますか。

＜完了時に求める状態＞

＜判断方法＞

＜１年目から２年目にかけての反省・ 変更点（ ２年目のみ） ＞

（ ４） 申請事業実施には、どのような体制が必要ですか。

＜協力先、協力内容、求める関係性、現在の状況＞

＜１年目から２年目にかけての反省・ 変更点（ ２年目のみ） ＞

②公益性
①の申請事業が、どのような成果を生みますか。
（ １） 申請事業実施により、利益を得るのは誰ですか。どのような利益ですか。

（ ２） 申請事業実施により、地域や各務原市がどのように変わると思いますか。

＜申請事業完了時＞

＜将来＞

（ ３） 申請事業を非営利事業として実施する理由を聞かせて下さい。

（１）申請時提出書類-2
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③計画適切性
それぞれの期間に、どのような内容・ 資金計画・ 役割分担を予定していますか。

（ １） 準備期間

内容 資金計画 役割分担

（ ２） 実施

内容 資金計画 役割分担

（ ３） 振り返り

内容 資金計画 役割分担

（ ４）（ １） ～（ ３） の行動をカレンダーへ反映するとどうなりますか。

時期 内容 場所
参加者

人数

スタッフ

人数

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

（１）申請時提出書類-2
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2月

３月

④継続性
助成金終了後も事業継続が可能ですか。

（ １） 助成金終了後も事業継続ができる理由を教えて下さい。

＜資金面＞

＜協力体制・ 人員面＞

（ ２） 理想の状態になるまでの計画を大まかに教えて下さい。

＜２年後＞

＜３年後＞

＜５年後＞

（ ３） 事業目標をどのように団体内で共有し、計画を改善しますか。

（ ４） 申請事業以外に申請団体が行う活動で、申請事業と目的を同じくするものがあれ

ば教えて下さい（ 過去に本助成金を受けた事業以外）。

（ ５） 過去に本助成金を受けた事業がある場合、現在の状況についてご記入ください。

＜事業名＞

＜助成年度＞

＜継続状況（ 継続中の場合は進捗状況、廃止した場合は廃止理由） ＞

（１）申請時提出書類-2
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⑤経費適切性

（ １） 経費積算時、以下の観点に留意していますか。

審査の観点 チェック欄 備考

・申請事業予算書の収支が正しく作成されているか

・事業規模に対して、予算見積もりが過大・過少ではないか

・事業規模に比べて過剰な委託や安易な委託をしていないか

・複数の見積もりを請求するなど、経費削減に努めているか

・同じ有効性のある代替案に対しより効率的にできているか

③（ ２） の計画を「 申請事業予算書」 へ反映してく ださい。

（１）申請時提出書類-2
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収入の部
経費項目 備考
自主財源

助成金

支出の部

経費項目 備考

合計（ B） ＋（ C）

食料費

その他

小計（ C)

負担金

小計（ B)

助成対象外経費

使用料

備品費

委託料

需用費

役務費

報償費

旅費

人件費

予算額

合計（ Ａ ）

助成対象経費
件名（ 積算根拠）

事業収入

寄付金等

その他の収入

申請事業予算書

事業名

団体名

件名（ 積算根拠） 予算額

助成金種類

賃借料

（１）申請時提出書類-3
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構成員数

申請書等の内容問合せ先

担当者氏名：

電　　　話：

住　　　所：

E メ ー ル ：

他団体へ連絡先の提供 可　　　　　　　不可

主な活動場所

団体の活動目的・ 目標
＊団体の活動目的・ 目標
を簡潔に記入。

活動の内容・ 実績
＊団体の主たる取組
み・ 事業内容を
簡潔に記入。

Ｔ ＥＬ Ｆ ＡＸ

メール

設立年月日 年　　月　　日

電話・ ＦＡＸ

人

申請事業への他の
補助金・ 助成金の有無

　　　無　　　有（ もしくは申請予定）
　　　　　　  （ 名称： 　　　　　　　　 ）

団体概要書

団体名

事務所等住所
※個人の場合は自宅

〒　  　　   －

※ここに記載していただいた電話・ FAXについては他団体に公開させていただきます。

代表者氏名
（ 役職・ 氏名）

（１）申請時提出書類-4
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No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

役職等 氏名
フリ ガナ

住所

団体の構成員名簿（ 団体名： 　　　　　　　　　　　 ）
※役職、氏名(フリガナ)、住所は必須項目です。（ 住所は地番、方書まで記入してださい。）

（１）申請時提出書類-4
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様式第７号（ 第１４条関係）

年 月 日

（ 宛先） 各務原市長

請求者 団体名

住 所

代表者氏名 印

助 成 金 交 付 請 求 書

各務原市まちづく り活動助成金交付要綱第１４条第２項の規定により助成金の交付を

受けたいので、次のとおり請求します。

（ 振込先情報）

金融機関名
銀行 金庫 支店

農協 信用金庫 出張所

口座番号 普通・ 当座

ふりがな

口座名義人

請求金額 円

助成年度 年度

助成事業の名称

交付指令年月日等
各務原市指令 第 号

年 月 日

交付決定額又は確定額 円

（２）交付請求時提出書類
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中間報告書

助成金種類

事業名

団体名

時期 予定（ 申請書に記入した内容）

現状（ 実際に実施した内容）

内容 場所・ 時間
参加者
人数

スタッフ
人数

4 月

5 月

6 月

7 月

8 月

9 月

10 月

時期 予定（ 申請書に記入した内容） 今後（ 予定に変更があれば記入）

11 月

12 月

1 月

2 月

3 月

【 助成金交付決定額】

円

【 予算（ 支出） 執行状況】

総事業費

予算額 ※執行額（ ）

円 円

※（ ） 10 月31 日までに執行した金額を記入してく ださい。

（３）中間報告時提出書類
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様式第５号（ 第１２条関係）

年 月 日

（ 宛先） 各務原市長

団体名

住所

代表者氏名 印

助成事業実施報告書

各務原市まちづく り活動助成金交付要綱第１２条第１項の規定により助成事業の実施

の結果を報告します。

記

１ 助成金の区分 ○（ 該当する方を で囲んでく ださい）

スタート助成 ・ まちづく り助成

１年目 ・ ２年目

２ 実施した助成事業名

３ 助成金実績額

４ 添付書類

（ １ ） 助成事業説明書

（ ２ ） 助成事業収支決算書

（ ３ ） 領収証の写し

（ ４ ） その他

５ その他

（４）実施報告時提出書類-1
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令和２年度事業

助成事業説明書

助成金種類

事業名

事業の概要

団体名

① 実施した事業の内容

② 事業の実施結果

時期 内容
場所・

時間

参加者

人数

スタッフ

人数

4 月

5 月

6 月

7 月

8 月

9 月

10 月

11 月

12 月

1 月

2 月

3 月

③ 事業の変更点・ 理由

実施した事業において、申請計画から変更があれば、変更点と理由をご記入ください。

（４）実施報告時提出書類-2
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④ 事業の成果

この事業を通じて、どんな現状の地域課題が解決できたか、地域社会に対しどのような

効果を生むことができたかをご記入ください。

⑤ 事業の継続

今後この事業を継続していくために、資金確保や事業展開について、どのように考えて

いるかをご記入ください。

○ 1 年後

○ 3 年後

（４）実施報告時提出書類-2
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収入の部

経費項目 決算額 予算額

自主財源

助成金

支出の部

経費項目 決算額 予算額

助成金種類

賃借料

事業名

団体名

件名（ 積算根拠）

助成事業収支決算書

事業収入

寄付金等

その他の収入

合計（ Ａ ）

件名（ 決算額積算根拠）

人件費

助成対象経費

報償費

旅費

需用費

役務費

使用料

備品費

委託料

負担金

小計（ B)

助成対象外経費

合計（ B） ＋（ C）

食料費

その他

小計（ C)

（４）実施報告時提出書類-3
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５．申請時提出書類記入例

（１）助成金交付申請書 （様式第1号）

様式第１ 号（ 第７ 条関係）

令和元年12月〇〇日

（ 宛先） 各務原市長

申請者 団体名 ○ ○地区 地域団体Ami gos!

住 所 那加桜町１丁目69番地

代表者氏名 代表 各務原 鏡子 印

助 成 金 交 付 申 請 書

各務原市まちづく り活動助成金交付要綱第７ 条の規定により 、助成金を

交付されたく 関係書類を添えて申請します。

記

１ ○助成金の区分（ 該当する方を で囲んでく ださい）

スタート 助成・ まちづく り助成

１ 年目 ・ ２ 年目

２ 助成事業名

地域住民の文化交流事業

３ 助成金交付申請額

72, 000 円

４ 添付書類

① 申請事業計画書

② 申請事業予算書

③ 団体概要書（ 団体構成員名簿）

④ 規約・ 活動記録写真

⑤ 見積

５ その他

前払いを希望します

全ての書類に助成金種

類、事業名、団体名が一

致するようにして下さい。

☜ 予算書から転記してください。

☜ 備品がある場合、見積をとって下さい。

☜ 活動当初の記録写真や資料がある場合添付してください。

５．申請時提出書類記入例

↑ 役職を忘れずに。役職名
が約款・規約と一致している

こともご確認ください。
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（２）申請事業計画書

令和２年度申請用

申請事業計画書

助成金種類 スタート助成（ １年目）

事業名 地域住民の文化交流事業

事業の概要 ○ ○近年、 地区では外国籍の住民が増えてきつつある。その中で、既

存の住民と上手く コミュニケーションをとることが出来ていない現状

があり、相互理解が進んでいない。互いの「 食」 を通して、相互理解

を深め、暮らしの些細なことでも相談できる地域づく り・ 環境づく り

を行う。

団体名 ○ ○地区 地域団体Ami gos!

事業費総額 116, 850 円 助成申請総額 72, 000 円

①課題解決性（ 有効性）： １年目 ／ 昨年度の振り返り： ２年目

申請事業の目的はどのようなものですか。

（ １） 申請事業で取り組む地域課題は何ですか。

＜地域課題＞

文化も言葉も異なる外国籍の住民が増加していることによって、住民同士のコミュニケ

ーションが図れていない。

＜実際に起きている問題（ 具体例） ＞

食の文化が違いにより、換気扇から出る煙により苦情がでるというご近所トラブルが発

生している。ゴミ出しの方法が分からずトラブルが起きている。

＜問題が起こっている原因、そう判断した根拠＞

○ ○ ○地区の外国籍の住民は現状で ％を占めている。だが、言葉が通じない、引っ越し

をしてきても「 あいさつ」 に行く という文化がない、などの理由から、隣に住んでいて

も顔が見えない関係になってしまっている。

○外国籍の住民は自治会加入率も ％と少なく 、地域コミュニティにもなじめていない状

況がある。しかし、実際に自治会長などの第三者が間に入って話をすると、些細な問題

がすぐに解決した事例があった。普段からコミュニケーションを取ることで、互いに文

化を理解し、住みよい環境づく りが出来ると考えている。

＜理想の状態＞

気軽に声をかけることができ、問題があれば「 文句」 という形ではなく 「 話をする」 こ

とによって解決ができる状態になること。

＜１年目から２年目にかけての反省・ 変更点（ ２年目のみ） ＞

できるだけ具体的に書いてください。

客観的に現状が数字で表せるような

状況があれば記入してください。

全ての書類に

助成金種類、事業名、

団体名が一致するよう

にして下さい。

申請事業予算書の

事業費総額、助成申請総額を記入

５．申請時提出書類記入例
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（ ２） 今年度に実施する申請事業はどのような内容ですか。

＜対象・ 範囲＞

○ ○地区 地域住民

※希望があればその他の地域からでも参加可能です。

＜事業内容＞

地域住民による料理教室を実施する。

家庭料理を参加者皆で作り「 食」 を通して、文化交流を図る。

＜１年目から２年目にかけての反省・ 変更点（ ２年目のみ） ＞

（ ３） 申請事業完了時、どのような状態になれば有効性があったと判断しますか。

＜完了時に求める状況＞

住民同士が互いに声を掛けられる状況。

第三者を介さなく ても、住民同士で話し合いができ、トラブルが軽減する状況。

＜判断方法＞

外国籍住民の名前を隣人が把握している。

外国籍の住民の地域行事参加者増（ 〇〇祭り現在参加者0 →人 2人）

→生活基盤としての自治会への外国籍住民の加入率増（ 現在〇％ 〇％）

＜１年目から２年目にかけての反省・ 変更点（ ２年目のみ） ＞

（ ４） 申請事業実施には、どのような体制が必要ですか。

＜協力先、協力内容、求める関係性、現在の状況＞

・ 自治会長 … こまめな連絡・ 相談による問題の共有、外国籍住民の把握

現時点で自治会長には団体の計画を共有済み。〇〇祭りへの外国籍

参加に対し、希望者があった場合には協力をしていただける予定。

・ 子ども会 … 外国籍住民の把握、情報共有

現時点では話ができていないが〇月に次期会長と会合予定。

…・ 市観光交流課 通訳が必要な場合に協力を得る。

今までにも〇回お願いしたことがある。

＜１年目から２年目にかけての反省・ 変更点（ ２年目のみ） ＞

具体的な数字で表現できるものを、

判断方法に用いると良いです。

５．申請時提出書類記入例
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②公益性
①の申請事業が、どのような成果を生みますか。
（ １） 申請事業実施により、利益を得るのは誰ですか。どのような利益ですか。

コミュニケーションをとることで地域住民が相互に生活をしやすく なるのはもちろん

のこと、異なる文化を持つ外国籍の住民が地域コミュニティに根付く ことは市全体にと

っても利益になる。

（ ２） 申請事業実施により、地域や各務原市がどのように変わると思いますか。

＜申請事業完了時＞

地域の中で、外国人に対する相互理解が深まり、地域の行事にも外国籍の住民が参加し

てもらえる環境になる。

＜将来＞

先 ○ ○駆的に外国籍住民との共生の取り組みをすることで 地域にとどまらず、市内にも

少しずつ共生の意識が広まっていく 。他の地域のモデルケースとなる事例になるように

事業を行う。

（ ３） 申請事業を非営利事業として実施する理由を聞かせて下さい。

敷居を低くして、共生への道筋を探ることで、先駆的な事例になるのではないかと考え

る。改正出入国管理法が4月1日から施行されたのに伴い、2019 年度は全国で最大4

万7550人、5年間で約34万5000人の外国人労働者の受け入れを見込んでいる。今後、

○ ○地域にとどまらず、市内全域に共生の動きが広まるモデルケースとするため。

③計画適切性
それぞれの期間に、どのような内容・ 資金計画・ 役割分担を予定していますか。

（ １） 準備期間

内容 資金計画 役割分担

4・ 8・ 12月に講師を交えた企

画会議

【 支出】会場費、資料用紙

代、印刷費、事務消耗品費、

お茶

会場予約： 〇〇さん

買出し： ××さん

△ △会場準備： さん

議事録・ 報告： 〇〇さん

廃棄野菜や譲渡品の協力交渉 【 収入】寄付金、地元企業

からの物での寄付

【 支出】

資料用紙代、印刷費

△ △地元企業へ営業： さん

広報紙掲載依頼 原稿： 〇〇さん

チラシ制作 【 支出】 デザイン委託費 ○ ○チラシ制作： さん

市にチラシ内容の確認依頼 メール： 〇〇さん

教育委員会後援依頼 △ △後援依頼書： さん

チラシの配布協力依頼 自治会回覧依頼・ ◇ ◇小
○ ○学校配布依頼： さん

市ラック配架依頼： ××さん

５．申請時提出書類記入例
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チラシ配布 【支出】印刷費、送料 チラシ配布： 全員

参加者受付 →自治会長回収 〇〇さん

→直接申込 ××さん

（ ２） 実施

内容 資金計画 役割分担

7・11・2月に地域住民を講師と

し、料理教室を介した文化交流

を開催

【収入】会費、助成金、寄付

金、地元企業からの物での寄付

【支出】材料費、ガスボンベ、

会場代、講師謝礼、お茶

買出し：○ ○ さん、△ △ さん
会場準備：××さん、○ ○ さ
ん

会計：□ □ さん
（ ３） 振り返り

内容 資金計画 役割分担

2月に振り返りの会 7～2月の

参加者とお菓子を囲みながら今

後どのような交流が望まれてい

るかを話し合う

【支出】会場代、事務消耗品

費、お茶、茶菓子

買出し：○ ○ さん、△ △ さん
会場準備：××さん、○ ○ さ
ん

会計：□ □ さん
議事録・ 報告： 〇〇さん

（ ４）（ １） ～（ ３） の行動をカレンダーへ反映するとどうなりますか。

時期 内容 場所
参加者

人数

スタッフ

人数

4月

上旬 企画会議
○ ○地区

集会所
― 5

中旬
協力交渉

７月イベントチラシデザイン発注

3

2

下旬
市にチラシ内容確認を依頼

教育委員会後援申請

2

2

5月

上旬
配布協力依頼

７月イベントチラシ印刷発注

5

5

中旬 広報紙原稿提出（７月１日号） 2

下旬 7月イベントチラシ配布 5

7月 中旬
スペイン料理を作って交流しよう

講師：○ ○ さん
○ ○地区

集会所
20 5

8月

上旬 企画会議
○ ○地区

集会所
― 5

中旬 協力交渉 3

下旬 11月イベントチラシデザイン発注 2

５．申請時提出書類記入例
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＝記入例の為中略＝

2月 上旬
ブラジル料理を作って交流しよう

講師：○ ○ さん
○ ○地区集会

所
20 5

2月 下旬 振り返りの会・交流会
○ ○地区集会

所
40 5

3月 実施報告

④継続性
助成金終了後も事業継続が可能ですか。

（ １） 助成金終了後も事業継続ができる理由を教えて下さい。

＜資金面＞

助成期間中の当事業の成果により、自治会に当事業の有効性を実感してもらうことで、

資金面で初年度より多くの協力を得られる見込みがある。

助成期間中に外国籍住民が多く務める企業へ訪問することで、当事業により外国籍従業

員が暮らしやすい環境を提供することへの理解を得て、資金協力を募ることができる見

込みがある。

＜協力体制・ 人員面＞

助成金終了時点で地元企業、自治会と問題意識の共有が図れ、協力体制をお願いするこ

とができている見込みである。講師をお願いする方とも料理での協力をお願いができて

いる。また、将来的に子ども会や学校からも夏休みの講座として実施していく という話

し合いが始まっている。

当事業を経て地域活動に参加するようになった外国籍住民当事者が、団体の構成員とな

り、新しい外国籍住民を地域活動に誘う役割を担うサイクルを予定している。

（ ２） 理想の状態になるまでの計画を大まかに教えて下さい。

＜２年後＞

子どもを対象に料理教室だけでなく 、文化交流を行っていく 。

＜３年後＞

共生のための知識を身に着ける講座を行っていきたい。

＜５年後＞

この地域にとどまらず、市内全域を対象に料理教室や共生のための知識を身に着ける講

座を行っていきたい。

（ ３） 事業目標をどのように団体内で共有し、計画を改善しますか。

構成員は２か月に１回の企画会議とイベントの場で情報を共有し、計画に反映させてい

く 。また、構成員外の地域の意見も積極的に取り入れ、柔軟に反映させていきたい。

５．申請時提出書類記入例
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（ ４） 申請事業以外に申請団体が行う活動で、申請事業と目的を同じくするものがあれ

ば教えて下さい（ 過去に本助成金を受けた事業以外）。

なし

（ ５） 過去に本助成金を受けた事業がある場合、現在の状況についてご記入ください。

＜事業名＞

＜助成年度＞

＜継続状況（ 継続中の場合は進捗状況、廃止した場合は廃止理由） ＞

⑤経費適切性
（ １） 経費積算時、以下の観点に留意していますか。

審査の観点 チェック欄 備考

・申請事業予算書の収支が正しく作成されているか
✔

・事業規模に対して、予算見積もりが過大・過少ではないか ✔

・事業規模に比べて過剰な委託や安易な委託をしていないか ✔

・複数の見積もりを請求するなど、経費削減に努めているか ✔ ① ②資料

・同じ有効性のある代替案に対しより効率的にできているか ✔ ③資料

③（ ２） の計画を「 申請事業予算書」 へ反映してく ださい。

経費適切性について、補足資料がある

など特記することがある場合は、備考

欄に記入してください。

５．申請時提出書類記入例

＜参考＞
●小中学校児童生徒へチラシ配布をする場合
（ １） 教育委員会（ 場合によっては市の） 後援が必要。
・ 後援が可能かどうかは担当課の判断。
・ 後援申請から後援が下りるまでは２週間程度の期間要。
・ 後援申請： 後援申請書・ チラシ案・ 計画・ 予算の提出要。
（ ２） 小中学校児童生徒、特別支援学校合わせて12, 200部程度（ R1. 8月末現在）

●自治会会員へチラシを回覧したい場合
（ １） 市からの自治会回覧は不可。必要な各自治会長に直接依頼が必要。
（ ２） 市内自治会数387自治会、回覧部数は全域で4, 600部程度（ R1. 8月末現在）

● スケジュール上、予約開始日より前に市の施設の事前予約が必要になる場合
・ 事前にまちづく り推進課にご相談ください。
・ 施設振興公社等で、会場の空き状況を確認し、「 特別申請を出す」 旨を伝え
仮予約をします。
・ まちづく り推進課に特別申請書を提出し、許可が下りたら、施設振興公社に
提出することで１年前から予約をすることができます。

●市の広報紙「 く らしとけんこう」 コーナーに情報を掲載する場合
・ 掲載号の1. 5か月前までに原稿が必要です。空きがない場合は載せられない
ことがあります。
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収入の部
経費項目 備考
自主財源

助成金

支出の部

経費項目 備考

助成金種類 スタート助成（ １年目）

賃借料

28,850

申請事業予算書

事業名 地域住民の文化交流事業

団体名 ○ ○地区 地域団体Amigos!

件名（ 積算根拠） 予算額

事業収入
参加費 100円×20人×3回 6,000

72,000

寄付金等

その他の収入

自治会からの寄付 10,000

合計（ Ａ） 116 ,850

助成対象経費
件名（ 積算根拠）

人件費

予算額

報償費

旅費

需用費

食材費（ 10 ,0 0 0円×3回）

調味料等

事務消耗品（ ポストイット、マーカー、のり 等）

役務費

傷害保険 参加者20人×3回×60円

構成員保険 5人×6回×60円

ガスボンベ3個セット 500円×3回

チラシ印刷費 両面カラー2000部3 ,50 0円×3回

使用料

料理教室 集会所 5時間使用 2,5 00円×3回

会議 集会所 ２時間使用 1,0 00円×3回

振り返り会 集会所 5時間使用×１回

備品費

カセットコンロ 5 ,00 0円×３台

まな板、包丁、ざる、ボール等

委託料

チラシデザイン委託料 5 ,0 0 0円×３回

負担金

小計（ B)

助成対象外経費

合計（ B） ＋（ C）

食料費
料理教室用お茶 1000円×3回
会議用お茶 500円×3回
振り返り会 お茶・ お菓子代

その他

小計（ C)

30 ,0 0 0

3 ,0 00

5 ,0 00

3 ,6 00

1 ,8 00

1 ,5 00

1 0 ,5 0 0

5 ,0 00

7 ,5 00

3 ,0 00

2 ,5 00

116 ,850

109 ,350

3,000
1,500
3,000

会議資料印刷用インク ５色 4 ,5 9 0円×１セット 4 ,5 90

会議資料用紙 500枚 680円×2セット 1 ,3 60

7 ,500

15 ,0 0 0

1 5 ,0 0 0

（３）申請事業予算書

⑤経費適切性
全ての書類に

助成金種類、事業名、

団体名が一致するよう

にして下さい。

助成金の額の計算後、

合計（ A） と合計（ B） +（ C） が

同じ額になるように記入下さい。

以下の３つの額を比較し、一番少ない額が助成金額です。（ 千円未満切り捨て）【 P5参照】
①助成率 109, 350円×2/3＝72, 900円 → 72, 000円
②助成金限度額 100, 000円
③持ち出し額 116, 850円-（ 6, 000円（ 事業収入） ＋10, 000円（ 寄付金）） ＝100, 850円

５．申請時提出書類記入例

単価や数量を

③計画適切性の内容と
整合性があるように

記入してください。
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（4）会則テンプレート

市民活動団体（ 任意団体） の会則について

任意団体の会則や規約は、特にこれ、という形式はありません。法人の場合

は「 定款」 として法律上記載しなければならない内容が規定されていますが、

任意団体の場合は、その団体の活動内容に合わせて自由につくればよいでしょ

う。形式的な団体の規則を定めるものとしてだけではなく 、自分たちの団体の

活動内容を明文化することによって、会員の団体に対する意識の共有化を図る

などの目的として考えれば、また違ったものに見えるのではないでしょうか。

○ ○ ○会 会則

（ 名称） ← 必須事項！
第1条 ○ ○ ○本会は、 会と称する。

（ 事務所） ← 必須事項！「 会長宅とする」 等でかまいません。
第2条 ○ ○本会の事務所は、各務原市 に置く 。

（ 目的） ← 必須事項！設立年月日も記載しておく 。
第3条 ○ ○ ○ ○ ○ ○本会は、 に関する活動（ 事業） を行うことにより、 するこ

○ ○ ○と目的とし、 年 月 日に設立する。

（ 活動・ 事業の種類） ← 必須事項！
第4条 ○ ○ ○本会は、前条の目的を達成するために 活動を行い次の事業を実施

する。

（ 1） ○ ○ ○
（ 2） ○ ○ ○
（ 3） ・ ・ ・

（ 会員） ← 必須事項
第5条 ○本会の会員は、次の 種類とする。

（ 1） 正会員は、この会の目的に賛同し入会した者とする。

（ 2） 賛助会員は、この会の事業を賛助するために入会したものとする。

（ 3） ○ ○会員は、・ ・ ・

（ 入会） ← 必須事項！
第6条 ○ ○会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し、 の

承認を得るものとする。

（ 会費） ← 金額は「 総会において別に定める」 等の記載でもよい。
第7条 会員は、以下に定める会費を納入しなければならない。

（ 1） 正会員 ○ ○ ○円

５．申請時提出書類記入例
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（ 2） 賛助会員 ○ ○ ○円

（ 退会） ← 「 任意」 に退会できることが必要です。
第8条 ○ ○会員は、退会届を に提出し任意に退会することができる。

2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。

（ 1） 本人が死亡したとき

（ 2） ○会費を 年以上納入しないとき。

（ 役員） ← 必須事項！役員名称はこの例に限りません。
第9条 本会に次の役員を置く 。

（ 1） 会長

（ 2） 副会長

（ 3） 監査役 ← 監査役は会員から選び、役員の兼任はできません。
2 第1 項に定める役員は、会員の互選により選出する。

3 ○役員の任期は、 年とする。ただし、再任は妨げない。

（ 職務）

第10条 会長は、本会を代表し、その業務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、これに事故があるときまたは欠席のときは、その

職務を代行する。

3 監査役は、会の業務および財産の状況を監査する。

（ 解任）

第11条 ○ ○役員が次の号のいずれかに該当するときは、 の議決により、これ

を解任することができる。

（ 1） 心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。

（ 総会） ← 必須事項！総会で議決するべき規定も定めておく とよい。
第12条 ○本会の総会は、正会員を持って構成し、年に 回開催するものとする。

ただし、必要があるときは臨時に開始できるものとする。

2 総会は、以下の事項について議決する。

（ 1） 会則の変更

（ 2） 解散

（ 3） 事業の変更

（ 4） 事業報告及び収支決算

（ 5） 役員の選任又は解任

（ 6） その他会の運営に関する重要事項

3 総会は、正会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。

（ 議事録）

第13条 総会の議事については、議事録を作成する。

５．申請時提出書類記入例
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（ 役員会）

第14条 役員会は役員を持って構成する。ただし、監査役を除く 。

2 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を

要しない業務の執行に関し、議決する。

（ 事業報告書及び決算）

第15条 会 ○長は毎事業年度終了後 ヶ月以内に事業報告書、収支計算書を作成

し、監査を経て総会の承認を得なければならない。

（ 事業年度）

第16条 ○ ○ ○ ○本会の事業年度は、 月 日に始まり、翌年 月 日までとする。

（ 事務局）

第17条 本会の事務を処理するため、事務局を置く 。

（ 委任）

第18条 この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

（ 変更）

第19条 ○ ○この会則は、総会において、出席者の 分の 以上の承認がなければ

変更できない。

附則

1 ○ ○ ○この会則は、 年 月 日から施行する。 ←改訂があった場合も記載する。

５．申請時提出書類記入例
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各務原市まちづく り活動助成金交付要綱

（ 平成２６年３月３１日決裁）

（ 趣旨）

第１条 この要綱は、市民活動団体の行う事業に対し、予算の範囲内において各務原

市まちづく り活動助成金（ 以下「 助成金」 という。 ） を交付することにより、市民

が知恵を出し合い、力を合わせて行う市民によるまちづく り活動の促進と市民活動

団体の成長を図ることを目的とし、助成金の交付に関しては、各務原市補助金交付

規則（ 昭和３８年規則第３４号） に定めるほか、この要綱に定めるところによるも

のとする。

（ 定義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。

（ １） 市民活動団体 地域の課題解決をするため、広く市民に開かれ、自主的かつ自

発的に公益的な活動を行う団体

（ ２） まちづく り活動 市民活動団体が行う活動で、特定非営利活動促進法（ 平成１

０年法律第７号） 別表に掲げる活動に該当するもの

（ ３） スタート助成金 設立後３年未満の市民活動団体に対し、団体の設立及び自立

を促すために交付する助成金

（ ４） まちづく り助成金 設立後３年以上の市民活動団体に対し、更なる成長を促す

ために交付する助成金

（ 助成対象団体）

第３条 助成金の交付を受けることができる者（ 以下「 助成対象団体」 という） は、

次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

（ １） 各務原市内でまちづく り活動を行うこと。

（ ２） 定款、規約又は会則を有すること。

（ ３） 各務原市内に在住、在勤又は在学をする市民が５人以上の構成員を有すること。

（ 助成対象事業）

第４条 助成金の交付の対象となる事業（ 以下「 助成対象事業」 という。 ） は、助成

対象団体が、第９条の規定による交付決定を受けた日から当該交付決定を受けた年

度の３月３１日までの間に実施する事業で、次に掲げる要件のいずれにも該当する

６．要綱

（１）各務原市まちづくり活動助成金交付要綱 P44-56
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ものとする。

（ １） 各務原市内で実施されるまちづく り活動であること。

（ ２） 自ら企画運営し、及び実施すること。

（ ３） 各務原市から他の補助金及び交付金などを受けていないこと。

（ ４） 営利を目的としないこと。

（ ５） 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成するものでないこと。

（ ６） 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対するものでないこと。

（ ７） 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこ

れらに反するものでないこと。

（ ８） 暴力団又は暴力団員若しくはこれらと密接な関係を有するものが関与している

ものでないこと。

（ 助成金の種類等）

第５条 助成金の種類、助成率、助成金限度額、助成金の額及び助成の制限は、別表

第１のとおりとする。

２ 助成金の対象となる経費（ 以下「 助成対象経費」 という。 ） は、助成対象団体が

実施する助成対象事業に係る経費で、別表第２に掲げるものとする。

（ 助成対象事業の募集）

第６条 市長は、助成対象事業の募集については、募集要領を定めて実施するものと

する。

（ 助成金の申請）

第７条 前条の募集要領により助成金の交付を申請しようとする団体（ 以下「 申請団

体」 という。 ） は、毎年度市長が定める期日までに、助成金交付申請書（ 様式第１

号） に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

（ １） 事業計画書

（ ２） 事業予算書

（ ３） 団体概要書

（ ４） 定款、規約又は会則等の写し

（ 申請の審査）

第８条 市長は、助成金の申請の採択について審査するため、各務原市まちづく り活

動助成金審査会（ 以下「 審査会」 という。 ） を設置する。

２ 前項の審査会に関し必要な事項は、市長が定める。

６．要綱
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（ 助成金の交付決定）

第９条 市長は、第７条の規定により助成金の申請があったときは、前条の規定によ

る審査会の審査結果に基づき、助成金の交付の決定又は不交付の決定を行い、助成

金交付（ 不交付） 決定通知書（ 様式第２号） により、申請団体に通知する。

（ 対象事業の内容の変更）

第１０条 前条の規定により助成金の交付決定の通知を受けた団体（ 以下「 助成団

体」 という。 ） は、助成金の交付の決定を受けた助成対象事業（ 以下「 助成事業」

という。） の計画の変更（ 廃止及び中止を含む。） をしようとする場合は、あらか

じめ、助成事業計画変更承認申請書（ 様式第３号） を市長に提出し、その承認を受

けなければならない。この場合において、助成対象経費の額が第７条の助成の申請

時より増額したとしても、助成金の増額は行わないものとする。

（ 変更決定通知）

第１１条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、承認又は不承認の別を決

定し、助成事業計画変更承認（ 不承認） 決定通知書（ 様式第４号） により、助成団

体に通知するものとする。

２ 前項の規定により助成事業の計画の変更を行ったもののうち、助成事業の廃止又

は中止をしたときは、助成団体は、既に交付を受けた助成金の全額を市長に返還し

なければならない。

（ 助成事業の実施報告）

第１２条 助成団体は、助成事業が完了したとき、又は助成事業の廃止若しくは中止

の承認を受けたときは、助成事業実施報告書（ 様式第５号） に次に掲げる書類を添

えて、市長が指定する期日までに提出しなければならない。

（ １） 事業報告書

（ ２） 収支決算書

（ ３） 領収書等、助成対象経費に係る支出を確認することができるもの

２ 前項の実施報告書の提出は、助成事業の完了の日（ 助成事業の廃止又は中止の承

認を受けた場合は、当該承認を受けた日とする。） から起算して３０日以内又は交

付決定した年度の３月３１日のいずれか早い日とする。

（ 助成金額の確定）

第１３条 市長は、前条第１項の規定による報告を受けたときは、速やかにその内容

を審査し、適当と認めたときは、助成金の額を確定し、助成金確定通知書（ 様式第

６．要綱
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６号） により助成団体に通知するものとする。

２ 市長は、前項の規定により確定した助成金の額が、既に交付した助成金の額を下

回る場合は、助成団体からその差額を返還させなければならない。

（ 助成金の交付）

第１４条 助成金の交付は、前条の規定により確定した額を助成事業が完了した後に

実施するものとする。ただし、市長が助成金の交付の目的を達成するため必要があ

ると認めるときは、第９条の規定による助成金の交付決定を通知した後に、全額又

は一部を事前に交付することができる。

２ 助成団体は、前項の規定により助成金の交付を受けようとするときは、助成金交

付請求書（ 様式第７号） を市長に提出するものとする。

（ 交付決定の取消し）

第１５条 市長は、助成団体が、次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の交

付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

（ １） 助成金を他の用途に使用したとき。

（ ２） 助成事業を中止し、又は廃止したとき。

（ ３） 助成事業に関する申請、報告、実施等について不正な行為があったとき。

（ ４） その他助成金の運用が不適当と認めたとき。

（ 助成金の返還）

第１６条 市長は、前条の規定による助成金の交付の決定の取消しを行った場合にお

いて、当該取消しに係る部分について既に助成金の交付がされているときは、助成

団体に対し期限を定めて、助成金の返還をさせるものとする。

（ 関係書類の保存）

第１７条 助成団体は、助成事業の収支に関する帳簿、領収書その他の関係書類を、

助成金の交付を受けた年度の３月３１日から起算して５年間保管しなければならな

い。

（ その他）

第１８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

附 則

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。

６．要綱
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別表第１（ 第５条関係）

スタート助成金

区 分 １年目 ２年目

助成率 ２／３以内 １／３以内

助成金限度額 １００，０００円 ５０，０００円

助成金の額

助成金の額は、次に掲げる算定方法により算出した額（ それ

ぞれ算出した額に１，０００円未満の端数が生じたときは、こ

れを切り捨てる。） を比較して、いずれか少ない額とする。

（ １） 助成対象経費に助成率を乗じて得た額

（ ２） 総事業費から事業の実施に伴って得られる国又は県補助

金、利用料金その他収入を控除して得た額

（ ３） 助成金限度額

助成の制限

（ １） １つの助成対象団体につき１年に１回、通算して２年

（ ２回） までを限度とする。

（ ２） 同一年度にまちづく り助成金の申請はできない。

（ ３） 当該助成事業の終了した年度の翌年度はまちづく り助成

金の申請はできない。

まちづく り助成金

区 分 １年目 ２年目

助成率 ２／３以内 １／３以内

助成金限度額 ３００，０００円 １５０，０００円

助成金の額

助成金の額は、次に掲げる算定方法により算出した額（ それ

ぞれ算出した額に１，０００円未満の端数が生じたときは、こ

れを切り捨てる。） を比較して、いずれか少ない額とする。

（ １） 助成対象経費に助成率を乗じて得た額

（ ２） 総事業費から事業の実施に伴って得られる国又は県補助

金、利用料金その他収入を控除して得た額

（ ３） 助成金限度額

助成の制限

（ １） １つの助成対象団体につき１年に１回を限度とする。

（ ２） 同一助成対象事業に対しては通算して２年（ ２回） まで

を限度とする。

（ ３） 当該助成事業の終了した年度の翌年度はまちづく り助成

金の申請はできない。

６．要綱



49 

別表第２（ 第５条関係）

費用分類 種類

１ 人件費 賃金等

２ 報償費 講座又は講演会を実施する場合の講師への謝礼等

３ 旅費 研修参加の交通費及び宿泊代等

４ 需用費 消耗品代、印刷費及び材料費等

５ 役務費 通信費及びボランティア保険料等

６ 使用料 会場使用料等

７ 賃借料 機械機器の借上げ料等

８ 委託料 業務委託料等

９ 備品費 備品の購入に係る費用

１０ 負担金 研修参加費及び受講料

１１ その他
第１項から第１０項までに掲げる経費のほか、市長が特に

必要と認めるもの

６．要綱
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様式第１号（ 第７条関係）

年 月 日

（ 宛先） 各務原市長

申請者 団体名

住 所

代表者氏名 印

助 成 金 交 付 申 請 書

各務原市まちづく り活動助成金交付要綱第７ 条の規定により 、 助成金を

交付されたく 関係書類を添えて申請します。

記

１ ○助成金の区分（ 該当する方を で囲んでく ださい）

スタート 助成・ まちづく り助成

２ 助成事業名

３ 助成金交付申請額

４ 添付書類

５ その他

６．要綱
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様式第２号（ 第９条関係）

助成金交付（ 不交付） 決定通知書

各務原市指令 第 号

年 月 日

団体名

住 所

代表者氏名

各務原市長 印

年 月 日付けで申請のあった助成金の交付については、次のとおり交

付（ 不交付） 決定したので通知します。

助成年度 年度

助成事業の名称

助成事業の目的

交付決定額 円

交付条件

１ この助成金は、上記目的を遂行するために要する経費とし

て交付するものであるから、その目的以外に支出できないこ

と。

２ この助成金について、目的外又は不当な支出等があったと

きは、助成金の返還を命ずるものであること。

３ 事業の内容の変更・ 中止・ 廃止をする場合は、市長の承認

を受けること。

４ 事業が完了したときは、助成事業実施報告書を提出するこ

と。

５ 何々

６．要綱
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様式第３号（ 第１０条関係）

助成事業計画変更承認申請書

（ 変更・ 中止・ 廃止）

年 月 日

（ 宛先） 各務原市長

団体名

住所

代表者氏名 印

各務原市まちづくり活動助成金交付要綱第１０条の規定により、次のとおり申請しま

す。

交付指令年月日等
各務原市指令 第 号

年 月 日

助成事業の名称

助成事業の変更の内容

変更・ 中止・ 廃止の理

由

添付書類
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様式第４号（ 第１１条関係）

助成事業計画変更承認（ 不承認） 決定通知書

（ 変更・ 中止・ 廃止）

第 号

年 月 日

団体名

住所

代表者氏名

各務原市長 印

年 月 日付けで変更申請のあった助成事業については、下記のとお

り決定したので、各務原市まちづく り活動助成金交付要綱第１１条第１項の規定

により通知します。

承認内容

１．事業内容の変更を承認する。

１．事業の中止を承認する。

１．事業の廃止を承認する。

１．申請を不承認とする。

特記事項

助成事業の名称

交付指令年月日等
各務原市指令 第 号

年 月 日

交付決定金額の

変更

有 円（ 変更前 円）

無
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様式第５号（ 第１２条関係）

年 月 日

（ 宛先） 各務原市長

団体名

住所

代表者氏名 印

助成事業実施報告書

各務原市まちづく り活動助成金交付要綱第１２条第１項の規定により助成事業

の実施の結果を報告します。

記

１ 助成金の区分（ 該当する方を○ で囲んでく ださい）
スタート助成・ まちづく り助成

２ 実施した助成事業名

３ 助成金実績額

４ 添付書類

５ その他
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様式第６号（ 第１３条関係）

助 成 金 確 定 通 知 書

第 号

年 月 日

団体名

住所

代表者氏名

各務原市長 印

年 月 日付けで実施報告のあった助成事業については、次のとおり

助成金の額を確定したので、各務原市まちづく り活動助成金交付要綱第１３条第

１項の規定により通知します。

交付確定額 円

助成年度 年度

助成事業の名称

交付指令年月日等
各務原市指令 第 号

年 月 日

交付決定額又は

前払額
円

精算額 円
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様式第７号（ 第１４条関係）

年 月 日

（ 宛先） 各務原市長

請求者 団体名

住 所

代表者氏名 印

助 成 金 交 付 請 求 書

各務原市まちづく り活動助成金交付要綱第１４条第２項の規定により助成金の

交付を受けたいので、次のとおり請求します。

（ 振込先情報）

金融機関名
銀行 金庫 支店

農協 信用金庫 出張所

口座番号 普通・ 当座

ふりがな

口座名義人

請求金額 円

助成年度 年度

助成事業の名称

交付指令年月日等
各務原市指令 第 号

年 月 日

交付決定額又は確

定額
円
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各務原市まちづく り活動助成金審査会設置要綱

（ 平成２６年３月３１日決裁）

（ 設置）

第１条 各務原市まちづく り活動助成事業に関し、適正かつ公平に助成金の交付

を行うため、各務原市まちづく り活動助成金審査会（ 以下「 審査会」 という。 ）

を置く 。

（ 所掌事務）

第２条 審査会は、各務原市まちづく り活動助成金交付要綱（ 平成２６年３月３

１日決裁） 第７条の規定により提出された助成金交付申請書の内容について、次

に定める基準により審査する。

（ １ ） 地域課題の解決に向けて行う取組で、公益的なものであると認められるこ

と又は当該取組による効果が期待できること。

（ ２） 事業計画及び実施体制が適切で、事業を継続的に実施できること。

（ ３） 経費の積算が適切であること。

（ 組織）

第３条 審査会は、委員５人以内で組織する。

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

（ １） 学識経験を有する者

（ ２） 自治会関係者

（ ３） 市民活動団体の関係者

（ ４） 産業界の各種団体の関係者

（ ５） 農業界の各種団体の関係者

（ ６） その他市長が必要と認める者

（ 任期）

第４条 委員の任期は、１年とし、再任を妨げない。

（ 委員長）

第５条 審査会に委員長を置き、委員のうちから互選する。

２ 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。

（２）各務原市まちづくり活動助成金審査会設置要綱 P57-58 ６．要綱
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（ 会議）

第６条 審査会の会議（ 以下「 会議」 という。 ） は、委員長が招集し、その議長

となる。

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開く ことができない。

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決する

ところによる。

（ 庶務）

第７条 審査会の庶務は、市長公室まちづく り推進課において処理する。

（ その他）

第８条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員

長が定める。

附 則

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、令和元年１０月１日から施行する。
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